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この目論見書により行う株式903,266,000円（見込額）の募集（一般募集）及び

株式952,896,000円（見込額）の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）並び

に株式272,256,000円（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出

し）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を2020年11

月27日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりませ

ん。 

したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行われます。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 
１ 募集又は売出しの公表後における空売りについて 

(1) 金融商品取引法施行令(以下、「金商法施行令」という。)第26条の６の規定により、「有価

証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下、「取引等規制府令」という。)第15条の５に

定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された

日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出

書が公衆の縦覧に供された時までの間(＊１))において、当該有価証券と同一の銘柄につき

取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムに

おける空売り(＊２)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募

集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(＊３)の

決済を行うことはできません。 

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(＊２)に係る有価証券の

借入れ(＊３)の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出

しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。 

＊１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、2020年11月28日（土）から、発行価格及び売

出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が2020年12月７日（月）から

2020年12月10日（木）までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時まで

の間となります。 

＊２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 

  ・先物取引 

  ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人

債券等の空売り 

  ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り 

＊３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による

買付け)を含みます。 

 

２ 今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金

をいう。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂

正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手

取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オー

バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額

の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日

の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から

申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］

https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発

行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見

書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の

決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見

書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 
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【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年11月27日

【会社名】 恵和株式会社

【英訳名】 KEIWA Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長村 惠弌

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号

【電話番号】 03-5643-3783

【事務連絡者氏名】 取締役副社長管理本部本部長 石田 憲次

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号

【電話番号】 03-5643-3783

【事務連絡者氏名】 取締役副社長管理本部本部長 石田 憲次

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 903,266,000円

引受人の買取引受けによる売出し 952,896,000円

オーバーアロットメントによる売出し 272,256,000円

(注) １ 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届

出書において「発行価額」という。)の総額であり、

2020年11月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額で

あります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買

取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)

で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総

額は上記の金額とは異なります。

２ 売出金額は、売出価額の総額であり、2020年11月20日

(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値を基準として算出した見込額であります。

　



【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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［株価情報等］

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

2019年10月30日から2020年11月20日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

なお、当社株式は、2019年10月30日をもって株式会社東京証券取引所に上場いたしましたので、それ以前の株価、

ＰＥＲ及び株式売買高について該当事項はありません。

(注) １ ・株価グラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しています。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しています。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しています。

２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ(倍)＝
週末の終値

１株当たり当期純利益(連結)

2019年10月30日から2019年12月31日については、2019年９月24日提出の有価証券届出書の2018年12月期の連

結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。

2020年１月１日から2020年11月20日については、2019年12月期有価証券報告書の2019年12月期の連結財務諸

表の１株当たり当期純利益を使用。

２ 【大量保有報告書等の提出状況】

2020年５月27日から2020年11月20日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

種類 発行数 内容

普通株式 700,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
単元株式数 100株

(注) １ 2020年11月27日(金)開催の取締役会決議によります。

２ 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式

(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい

う。)に伴い、その需要状況等を勘案し、200,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける

当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、2020年11月27日(金)開催の取締役会において、後

記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載

の大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式200,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増

資」という。)を行うことを決議しております。

４ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」

をご参照下さい。

５ 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

２ 【株式募集の方法及び条件】

2020年12月７日(月)から2020年12月10日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決

定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発

行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総

額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。

(1) 【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 ― ― ―

一般募集 700,000株 903,266,000 451,633,000

計(総発行株式) 700,000株 903,266,000 451,633,000

(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額と

します。

４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年11月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【募集の条件】

発行価格
(円)

発行価額
(円)

資本組入額
(円)

申込株数
単位

申込期間
申込証拠金

(円)
払込期日

未定
(注)１、２

(発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値(当日
に終値のない場
合は、その日に
先立つ直近日の
終値 )に 0.90 ～
1.00を乗じた価
格(１円未満端数
切捨て)を仮条件
とします。)

未定
(注)
１、２

未定
(注)１

100株
自 2020年12月11日(金)
至 2020年12月14日(月)

(注)３

１株につき
発行価格と
同一の金額

2020年12月16日(水)

(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、2020年12月７日(月)から2020年12月10日(木)までの間のいずれかの日(発行

価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当たり

の新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の

方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以

下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額

の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上

限、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及

びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正

事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出

書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］

https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が

決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付

されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事

項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公

表は行いません。

２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３ 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で

あります。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需

要状況等の把握期間は、最長で2020年12月４日(金)から2020年12月10日(木)までを予定しておりますが、実

際の発行価格等の決定期間は、2020年12月７日(月)から2020年12月10日(木)までを予定しております。

したがいまして、

① 発行価格等決定日が2020年12月７日(月)の場合、申込期間は「自 2020年12月８日(火) 至 2020年12

月９日(水)」

② 発行価格等決定日が2020年12月８日(火)の場合、申込期間は「自 2020年12月９日(水) 至 2020年12

月10日(木)」

③ 発行価格等決定日が2020年12月９日(水)の場合、申込期間は「自 2020年12月10日(木) 至 2020年12

月11日(金)」

④ 発行価格等決定日が2020年12月10日(木)の場合、上記申込期間のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６ 申込証拠金には、利息をつけません。

７ 株式の受渡期日は、2020年12月17日(木)であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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(3) 【申込取扱場所】

後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で申込

みの取扱いをいたします。

(4) 【払込取扱場所】

店名 所在地

株式会社十六銀行 大阪支店 大阪府大阪市中央区本町二丁目３番８号

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。

３ 【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番
１号

560,000株
１ 買取引受けによります。

２ 引受人は新株式払込金とし

て、払込期日に払込取扱場

所へ発行価額と同額を払込

むことといたします。

３ 引受手数料は支払われませ

ん。ただし、一般募集にお

ける価額(発行価格)と発行

価額との差額は引受人の手

取金となります。

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番
２号

77,000株

東海東京証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目
７番１号

21,000株

いちよし証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目
５番８号

21,000株

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 21,000株

計 ― 700,000株 ―

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

903,266,000 11,000,000 892,266,000

(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2020年11月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額892,266,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当

増資の手取概算額上限255,076,000円と合わせた手取概算額合計上限1,147,342,000円について、生産性向上を目的

としたシート機の建屋新設及び設備新設の投資資金の一部として、全額を2022年６月末までに充当する予定であり

ます。

当社の光学シート事業では、ノートPCやタブレット端末等に使用される高付加価値な中小型ディスプレイ用フィ

ルムの販売に注力しております。当社が開発した複合拡散フィルムは、高精細で省電力な直下型ディスプレイの部

材として一部メーカーに採用される等、今後の需要拡大を見込んでおります。積極的に複合拡散フィルムをはじめ

とする新しい高付加価値製品の開発や販売促進活動、生産性の向上に努めてまいります。

このような状況を踏まえ、今回の新株式発行による調達資金は、主として光学シート事業の生産性向上を目的と

したシート機の建屋新設及び設備新設の資金の一部として充当することにより、当社の事業拡大及び収益力の向上

並びに財務基盤の強化を図るとともに、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

また、当社の主な設備投資計画については、本有価証券届出書提出日現在(ただし、投資予定額の既支払額につい

ては、2020年10月31日現在)、以下のとおりです。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法
着手
時期

完了
予定
時期

完成後の
増加能力総額

(千円)
既支払額
(千円)

提出
会社

和歌山テク
ノセンター

光学シー
ト事業

シート機の
新設(建物
含む)

3,276,000 ―
増資資金、自
己資金及び借
入金(注１)

2020年
下期

2021年
下期

(注)２

和歌山テク
ノセンター

機能製品
シート機の
改造

350,390 224,000 自己資金
2020年
下期

2021年
上期

(注)２

和歌山テク
ノセンター

光学シー
ト事業

シート機の
改造

175,000 92,000 自己資金
2020年
上期

2021年
上期

(注)２

和歌山テク
ノセンター

光学シー
ト・機能
製品事業

ロジスティ
クス改良

424,300 20,000 自己資金
2019年
下期

2020年
下期

(注)２

(注) １ 当社は、2019年10月30日の株式会社東京証券取引所市場第二部への新規上場時に伴う公募増資及びオーバー

アロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資(以下「前回増資」と総称します。)を実施しており

ます。上記「資金調達方法」欄における増資資金とは、前回増資により調達した資金の一部並びに一般募集

及び本件第三者割当増資により調達する資金を総称します。(以下、同じ。)

２ 完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、記載を省略しております。

３ 金額には消費税等を含めておりません。

［前回増資資金の使途の変更と充当状況］

当社は、前回増資により、2019年10月29日付で公募増資(新規上場時)(手取概算額：1,056百万円)、2019年12月２

日付でオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資(手取概算額：209百万円)を行っておりま

す。前回増資による当該手取概算額の総額1,265百万円は、900,000千円をシート機の建屋新設及び設備移設の投資

資金に、170,900千円をシート機の改造の設備投資資金に、150,000千円を新規スリッターの導入の設備投資資金に、

149,000千円を借入金返済資金に充当する予定でありました。

そのうち、シート機の建屋新設及び設備移設の投資資金については、2020年３月18日付「上場調達資金の支出予

定時期の変更に関するお知らせ」にて公表のとおり、計画当初より受注量増加が見込まれるため、工場規模の拡大

を検討し、900,000千円から1,500,000千円に見直しいたしましたが、工場規模の拡大について内容や金額の厳格な

精査の下、建屋の増床及び機械の新設等について再度検討を行いました。その結果、2020年８月19日付「上場調達

資金の資金使途変更および固定資産の取得に関するお知らせ」にて公表のとおり、既存のシート設備の移設を取り

やめ、生産能力の高い新たなシート機を導入することとし、シート機の建屋新設及び設備新設の投資資金は、約

3,200,000千円となったため、前回増資資金の一部をシート機の建屋新設及び設備新設の投資資金の一部に充当する

こととしました。なお、前回増資資金の使途変更の内容は下記のとおりです。変更箇所は下線を付しております。
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(変更前)

具体的な内容
金額

(千円)
充当予定時期 資金調達方法

シート機の建屋新設及び設備移設 900,000 2020年12月期 前回増資資金

シート機の改造 170,900 2020年12月期 前回増資資金

新規スリッターの導入 150,000 2020年12月期 前回増資資金

借入金返済資金 149,000 2019年12月期 前回増資資金

(変更後)

具体的な内容
金額

(千円)
充当予定時期 資金調達方法

シート機の建屋新設及び設備新設 900,000 2021年12月期 前回増資資金

シート機の改造 170,900 2020年12月期 前回増資資金

新規スリッターの導入 150,000 2020年12月期 前回増資資金

借入金返済資金 149,000 2019年12月期 前回増資資金

また、2020年10月31日現在、前回増資資金による手取金の具体的な内訳及び充当状況は、以下のとおりです。

具体的な使途
充当予定額
(千円)

既充当金額
(千円)

未充当金額
(千円)

シート機の建屋新設及び設備新設 900,000 ― 900,000

シート機の改造 170,900 170,900 ―

新規スリッターの導入 150,000 150,000 ―

借入金の返済資金 149,000 149,000 ―
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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】

2020年12月７日(月)から2020年12月10日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される引受価額に

て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額

と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人

に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は

引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数 売出価額の総額(円)
売出しに係る株式の所有者
の住所及び氏名又は名称

普通株式 700,000株 952,896,000

大阪府吹田市
長村 惠弌 650,000株
大阪府吹田市
長村 みどり 50,000株

(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券株式会社がオー

バーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております

が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」

をご参照下さい。

３ 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４ 売出価額の総額は、2020年11月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間 申込単位
申込

証拠金
(円)

申込受付
場所

引受人の住所及び氏名
又は名称

元引受
契約の
内容

未定
(注)１、２

(発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
終値(当日に終値
のない場合は、そ
の日に先立つ直近
日の終値)に0.90
～1.00を乗じた価
格(１円未満端数
切捨て)を仮条件
とします。)

未定
(注)
１、２

自 2020年12月
11日(金)

至 2020年12月
14日(月)
(注)３

100株

１株につ
き売出価
格と同一
の金額

右記金融
商品取引
業者及び
その委託
販売先金
融商品取
引業者の
本店及び
国内各支
店

東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内
二丁目５番２号
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会
社

愛知県名古屋市中村区
名駅四丁目７番１号
東海東京証券株式会社

東京都中央区日本橋茅
場町一丁目５番８号
いちよし証券株式会社

東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券

(注)４

(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

る需要状況等を勘案した上で、2020年12月７日(月)から2020年12月10日(木)までの間のいずれかの日(発行

価格等決定日)に売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受取

る金額)を決定します。
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今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され

た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額

の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受

けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ

ントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の

翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末

日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］

https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有価

証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発

行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容に

ついての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２ 前記「１ 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)」の冒頭に記載のとおり、売出価格と引受価額とは

異なります。売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決

定される申込期間と同一とします。

４ 元引受契約の内容

買取引受けによります。

引受手数料は支払われません。

ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。

なお、引受人の手取金は前記「第１ 募集要項 ３ 株式の引受け 引受けの条件」において決定される引

受人の手取金と同一といたします。

各金融商品取引業者の引受株式数

金融商品取引業者名 引受株式数

大和証券株式会社 560,000株

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 77,000株

東海東京証券株式会社 21,000株

いちよし証券株式会社 21,000株

株式会社ＳＢＩ証券 21,000株

５ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

６ 申込証拠金のうち引受価額相当額は、受渡期日に売出人への支払いに充当します。

７ 申込証拠金には、利息をつけません。

８ 株式の受渡期日は、2020年12月17日(木)であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類 売出数 売出価額の総額(円)
売出しに係る株式の所有者の住所及び

氏名又は名称

普通株式 200,000株 272,256,000
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
　大和証券株式会社

(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要

状況等を勘案し、200,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し

であります。上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等に

より減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及

び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総

額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、引受人の買取引受けに

よる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント

による売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日

付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日ま

での期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.keiwa.co.jp/ir/news.html)(新聞

等)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる

場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価

格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の

訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

２ 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３ 売出価額の総額は、2020年11月20日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

売出価格
(円)

申込期間 申込単位
申込証拠金

(円)
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の
内容

未定
(注)１

自 2020年12月11日
(金)

至 2020年12月14日
(月)
(注)１

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

大和証券株式会社及
びその委託販売先金
融商品取引業者の本
店及び国内各支店

― ―

(注) １ 売出価格及び申込期間については、前記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」において

決定される売出価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３ 申込証拠金には、利息をつけません。

４ 株式の受渡期日は、2020年12月17日(木)であります。

株式は受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替により行われます。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１ 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄への指定について

当社普通株式は、本有価証券届出書提出日(2020年11月27日(金))現在、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場

されておりますが、2020年12月17日(木)に株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される予定であります。

２ オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、200,000株を上限として大和証券

株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによ

る売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状

況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2020年11月27日(金)開催の取締役会において、一般募集

及び引受人の買取引受けによる売出しとは別に、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式200,000株の第三者割

当増資(本件第三者割当増資)を2020年12月28日(月)を払込期日として行うことを決議しております。また、同取締役

会において、本件第三者割当増資について、会社法上の払込金額は一般募集における発行価額と同一の金額とするこ

と、会社法上の増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げること、及び会社法上の増加する資本

準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。

大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申

込期間(以下、「申込期間」という。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引

で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2020年12月23日(水)までの間(以下、「シンジケートカバー

取引期間」という。(注))、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取

引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケ

ートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内に

おいても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる

売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジケ

ートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に

応じる予定であります。

したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に

は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割

当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も

行われません。

(注) シンジケートカバー取引期間は、

① 発行価格等決定日が2020年12月７日(月)の場合、「2020年12月10日(木)から2020年12月23日(水)までの

間」

② 発行価格等決定日が2020年12月８日(火)の場合、「2020年12月11日(金)から2020年12月23日(水)までの

間」
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③ 発行価格等決定日が2020年12月９日(水)の場合、「2020年12月12日(土)から2020年12月23日(水)までの

間」

④ 発行価格等決定日が2020年12月10日(木)の場合、「2020年12月15日(火)から2020年12月23日(水)までの

間」

となります。

３ ロックアップについて

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である長村惠弌及び長村みどりは、大和証券株

式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して

180日目の日に終了する期間(以下、「ロックアップ期間」という。)中、大和証券株式会社の事前の書面による同意な

しには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する

証券の売却等(ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券

の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資、株式分割及びストック・オプションの行使による当社普通株式の

発行等並びに譲渡制限付株式報酬にかかわる譲渡制限付株式の発行(ただし、ロックアップ期間中に譲渡制限が解除さ

れないものであり、ロックアップ期間中に発行される譲渡制限付株式の総数が、希薄化率(潜在株式ベース)の１％を

超えないものに限る。)を除く。)を行わない旨合意しております。

上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容

を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第１【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参

照すること。

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第73期(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) 2020年３月26日関東財務局長に提出

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第74期第１四半期(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)2020年５月13日に関東財務局長に提出

３ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第74期第２四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)2020年８月13日に関東財務局長に提出

４ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第74期第３四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日)2020年11月12日に関東財務局長に提出

５ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年11月27日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2020年３月26日に関東

財務局長に提出

６ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記１の有価証券報告書の訂正報告書)を2020年11月27日に関東財務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】

　

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2020年11月27日)

までの間において変更があります。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変

更箇所については 罫で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリス

ク」に記載された事項を除き、本有価証券届出書提出日(2020年11月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新

たに記載する将来に関する事項もありません。

「事業等のリスク」

当社グループの事業活動に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

主な事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資家の判

断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。当

社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存で

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年11月27日)現在において判断したものでありま

す。また、以下の記載は当社グループの事業もしくは本株式への投資に関連するリスクを完全に網羅するものではあ

りませんので、この点にご留意ください。

(1) 販売価格の変動

当社グループの主要取引先であります液晶ディスプレイ業界は熾烈な価格競争をグローバルに展開しており、当

社グループも市場価格への対応を図ってまいりますが、さらなる販売価格の低下が継続する場合には、当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社では高付加価値セグメントに集中することにより差別

化を図っておりますが、競合による低価格政策により価格競争に晒される場合、当社グループの業績に大きな影響

を及ぼす可能性があります。

(2) 原材料等価格の変動

当社グループの光学事業において使用される主要原材料は樹脂・フィルムといった各種のプラスチック製品であ

り、これらの原材料の価格は原油・ナフサなどの国際商品市況の影響を受けるものであります。当社グループでは、

国内外に複数の原材料の調達先を確保し、市況動向に応じて国内と海外の発注比率を調整する等価格変動のリスク

ヘッジを行っておりますが、今後価格上昇による影響を販売価格への転嫁で吸収できない場合には、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 為替相場の変動

当社グループは、海外からの外貨建てによる資材の調達、海外への外貨建ての販売を行っており、為替相場の変

動によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 有利子負債比率と金利変動

当社グループでは、設備投資等の必要資金を金融機関からの借入れにより調達しており、2019年12月期末におけ

る有利子負債比率(連結)は101.0％、2020年９月末時点における有利子負債比率(連結)は92.6％となっております。

当該借入金の金利については、その多くを固定金利での調達としておりますが、今後の金利動向等、金融情勢の急

激な変化により、金利水準が大幅に上昇した場合には支払利息の増加等により、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。
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(5) 特定の製品分野・技術等への依存と製品市場の変動について

当社グループでは、光学シート事業において、液晶ディスプレイ等に組み込まれる光学フィルム、高機能光学フ

ィルム等の製造・販売を行っております。当社グループは、今後も継続して市場のニーズに応えるべく新製品の開

発を進めてまいりますが、将来的に技術革新に伴い液晶ディスプレイに光拡散フィルムが不要になった場合もしく

は競合製品・代替製品がより低価格で導入され価格競争が激化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

(6) 最終消費財の景況

当社グループの光学シートの製品群は中間生産材・部材であり、当社製品を使用して製造されるディスプレイ等

最終消費財の景況によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 海外事業展開

当社グループでは、製品の輸出入及び海外での製品販売などの海外事業を展開しております。特に光学シート事

業においては海外売上が大半を占めており、その大部分は中国に集中しております。従って、中国への販売活動に

おいて、予測し得ない税制や法規制などの急激な変更、政治・経済情勢の混乱、テロ・紛争などの勃発、自然災害

や感染症などによるリスクが顕在化した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 知的財産について

当社グループは、他社製品と差別化するべく、製品又は技術に関しては、特許等の知的財産権により積極的に権

利の保護を図っております。しかしながら、特定の地域においては、このような法的保護が不完全であることによ

り、当社グループ製品・技術が模倣又は解析調査等されることを防止できない可能性があります。また、第三者の

知的財産権についても侵害することのないよう適時適切に調査を行っておりますが、第三者との間で、無効、模倣、

侵害等の知的財産権の問題が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 研究開発・設備投資の回収について

当社グループでは日頃からより高い水準の新技術や新製品の開発を目指し、生産性の向上及び差別化に資する研

究開発や設備投資を行っております。今後も市場の要求に対応するための研究開発や設備投資を継続して行ってい

く予定であります。しかしながら、急激な市場の変化や技術革新等により、計画どおりの受注、操業度、品質等を

確保できない場合には、歩留まりの低下による原材料コストの上昇や、設備投資に伴う減価償却費・資金調達費用

の増加や投下資本回収の長期化を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 環境規制等の影響

当社グループは、和歌山テクノセンター、滋賀AFセンターの２事業所の製造工程において有機溶剤を使用してお

ります。この有機溶剤は取り扱いにあたり、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、消防法、化学物質排出把握管

理促進法(PRTR法)、大気汚染防止法等の法規制を受けております。当社グループは、これらの法規制を遵守すると

ともに、事業所においては、環境方針、環境目標を設定する等により環境汚染の防止、安全衛生の推進に努めてお

ります。しかしながら、環境関連法規制は年々厳しさを増しており、これらの環境規制・法的規制が強化、改正、

新設された場合には、現有設備が利用できず追加の設備投資が必要となるなど事業活動の制約を受ける恐れがあり、

その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(11) 製品の欠陥

当社グループは、顧客に選ばれるために高品質を追求し安全で信頼される製品の提供を実現するため、生産工程

における工程内検査の検査基準と手順を常に見直しを図る等、品質の向上に努めていることに加え、ISO9001を取得

する等、厳格な品質管理体制の構築を図っております。

しかしながら、当社グループの製品に欠陥があった場合には、回収や代替品の提供等に相当程度の費用が生じ、

また、顧客の完成品に生じた欠陥について補償を求められる可能性があります。製造物責任賠償については、万一

に備え保険に加入しておりますが、当該保険の免責事項等によりてん補されない不測の事態が発生した場合、業績

に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 重要な訴訟等について

当社グループは、「自然と産業の調和を創造する」という経営理念のもと、顧客満足に重点を置いて製品の製造

販売を行っておりますが、製品の欠陥等の不具合が発生した場合、損害賠償による利益の喪失、当社グループのブ

ランドに対する信頼の喪失、補償費用の発生が予測されます。その結果、当社グループの業績に大きな影響を及ぼ

す可能性があります。

(13) 災害等による影響について

当社グループの生産拠点は、国内６工場(和歌山県日高郡に２工場、和歌山県御坊市、滋賀県東近江市、千葉県八

千代市、福岡県北九州市)と中国南京に１工場を設けており、その中でも光学シートのコーティング、シーティング

は和歌山テクノセンターで行っております。和歌山テクノセンターは県内の高台に分散して建設しており、同敷地

内で事故が拡大するリスクの低減を図っておりますが、今後、大規模自然災害等が発生し、和歌山テクノセンター

をはじめとする各工場建屋や生産設備の被災、サプライチェーンの復旧遅れ、電力供給不足等により、生産能力及

び物流機能等に大きな影響が生じた場合、当社グループの財政状態及び業績に大きな影響を及ぼす可能性がありま

す。

(14) 与信リスク

当社グループでは、取引先の経営状況及び信用度の把握に万全を期すため、調査機関や業界情報を活用して与信

管理を徹底しておりますが、取引先に予期せぬ突発的な経営破綻等の事象が発生した場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

(15) 機密情報漏洩リスク

当社グループは、新製品の開発等にあたって機密性の高い顧客情報に直接関与する業務もあるため、その提供主

体に対する信頼の維持が重要となります。当社グループでは機密情報管理にあたり、関連規程を整備するとともに

全従業員に啓発・教育を行い情報管理の周知徹底に努めております。しかしながら、第三者による不正アクセス等

により、万が一、機密情報漏洩が発生した場合、当社グループの社会的信用に影響を与え、その対応のための多額

の費用負担や企業イメージ低下により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(16) 人材の確保及び育成について

当社グループが事業の継続的な発展を実現するためには、グローバル市場で活躍ができる人材、優秀な技術者の

確保が重要な課題であると認識しております。当社グループでは、将来に向けた積極的な採用活動、人事評価制度

の整備や生産性を高める研修の実施等の人事施策を通じ、新入社員及び中途入社社員の育成、定着に取り組んでお

ります。

当社グループは今後もこれらの施策を継続していく予定ではありますが、必要な人材が十分に確保・育成できな

かった場合、又は採用後の人材流出が進んだ場合には、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があり

ます。
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(17) 業績の季節的変動等

当社グループは光学製品を展開しており、事業の特性上、最終製品で使用されるテレビ、タブレット端末、スマ

ートフォン等の動向の影響を受けやすくなっています。よって、当社グループの業績は、短期的には上記の最終製

品の新モデル投入時期及びその販売数量、並びにそれらの関連製品に係る主要顧客からの受注の影響を受けやすく

なっています。その他、年末休暇や中国の春節等の数量調整により、第１四半期の業績が一時的に落ちる傾向があ

ります。これらの最終製品で使用される各業界の動向及び最終製品の動向は予測可能であるため予算上見込んでお

りますが、予測を超える変動があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(18) 減損会計

当社グループは、事業用の設備、不動産など様々な有形・無形の固定資産を所有しております。こうした資産は、

時価の下落や、期待どおりのキャッシュ・フローを生み出さない状況になるなど、その収益性の低下により投資額

の回収が見込めなくなることにより、減損処理が必要となる場合があり、減損損失が発生した場合、当社グループ

の経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(19) 新規事業について

当社グループは、培ったノウハウを生かし、更なる成長を目指して新規事業の積極展開を進めていく所存です。

新規事業開発は慎重な検討を重ねたうえで取り組んでまいりますが、当該事業を取り巻く環境の変化等により、当

初の計画どおりの成果が得られない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

恵和株式会社 本店

(東京都中央区日本橋茅場町二丁目10番５号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部 【特別情報】

該当事項はありません。

　



 

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

 

会社名 恵和株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長  長村 惠弌 

 

 

１ 当社は１年間継続して有価証券報告書を提出しております。 

 

２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 

  （新規上場日 2019年10月30日） 

 

３ 当社の発行済株券は、算定基準日（2020年10月30日）以前１年間の金融商品市場における売 

  買金額の合計が100億円以上であり、かつ、基準時上場時価総額が100億円以上であります。 

（１）売買金額の合計額          128,254百万円 

（２）基準時上場時価総額         12,218百万円 

 

（参考） 

（2020年10月30日の上場時価総額） 

東京証券取引所に 

おける最終価格 

 発行済株式総数   

1,525円× 8,012,400株＝ 12,218百万円

 

 

─ 17 ─



事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 

 

１．事業内容の概要 

当社グループは、お客様のミッション達成に貢献する高機能フィルムメーカーです。コア技術であるSheeting（製

膜）、Laminating（積層）、Coating（塗布）に、Ultra Precision（高精度な先端技術やお客様対応）を加えること

で、顧客ニーズに合わせた先端機能フィルムとソリューションを提供しています。 

2020年９月30日現在、当社グループは当社及び連結子会社４社で構成され、光拡散フィルム、高機能光学フィルム

の開発、製造、販売を行う「光学シート事業」、包装資材、産業資材の開発、製造、販売を行う「機能製品事業」の

２つの事業に関する製品の開発・製造・販売を行っております。 

当社グループの事業における報告セグメントの概要及び位置付けは、次のとおりであります。 

事業セグメ

ント 

製品カテゴリ 主要製品 最終製品（例） 

光学シー

ト事業 

光拡散フィルム 光拡散フィルム パソコンのモニター、タブレット端末、スマート

フォン等の液晶ディスプレイ 

高機能光学フィ

ルム 

偏光制御フィルム等 パソコンのモニター、タブレット端末、スマート

フォン、車載ディスプレイ、デジタルサイネージ

等の高精度・高機能液晶ディスプレイ 

機能製品

事業 

包装資材 防湿紙 

リサイクル防湿紙 

鉄鋼関係の重包装、コピー用紙・印刷用紙等の紙

製品包装紙等 

防錆紙 自動車用外装鉄網コイル、亜鉛メッキ銅板、アル

ミ合金等の金属製品の包装紙 

産業資材 工程紙 自動車のシート、コート・スーツ・ジャケット等

の衣料品、靴・手袋等の合成レザー製品、発泡ウ

レタン、カーボンプリプレグ 

カスタム品 

（内装材部材/床材用工程紙） 

室内の壁材、ドア材、クッションフロア（床材） 

農業資材 

クリーンエネルギー資材（太

陽電池用バックシート、次世

代電池用部材）等 

農業資材：ビニールハウス等 

太陽電池モジュール、住宅用・産業用発電システ

ム等 

 

(1) 光学シート事業 

光学シート事業は、当社のCoating技術、Sheeting技術を活用し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、

車載ディスプレイ等の液晶ディスプレイに利用される光拡散フィルム、偏光制御フィルム等の光学シート部材の開

発・製造・販売を行っております。 

主要製品となる光拡散フィルム「オパルス」は、液晶ディスプレイの光源であるバックライトユニット構成部材の

１つであり、光のムラをなくし、光を均一に拡散させる機能を有するプラスチックフィルムであります。また、少な

い光源で全体を明るくするため省電力の役割も担っています。 

それ以外にも、当社グループのSheeting技術を活用して、様々な特性を有する樹脂を複合的に組み合わせた高機能

光学フィルムを製造しております。ニーズに応じた機能（高硬度、耐擦傷性、光学性能、耐熱性、防汚性、反射防止

等）を付加する事が可能です。 

光拡散フィルムと比べて、より高精度化、高機能化が要求される各種センサー用途、次世代自動車の車載ディスプ

レイ等の分野での活用が期待されております。 

  

(2) 機能製品事業 

機能製品事業は、当社創業時より長年培ってきた事業であり、安定的に収益を生み出す当社グループの根幹の１つ

を担う事業であります。当事業では、紙、フィルム等にコーティングやラミネーティング加工をする他、自社でシー

ト成形したフィルムを貼り合せる等により、特定の機能（防湿性・耐熱性・耐久性・対候性・剝離性等）を付加した

包装資材、産業資材の製造・販売を行っております。 

包装資材は、印刷用紙等の紙製品を湿気から保護する防湿紙、冷延鋼鈑等の金属製品を湿気から保護し、さらに錆

の発生を防ぐ機能を持った防錆紙等、各産業の製造工程で必要不可欠な包装材料であります。 

産業資材は、工程紙とカスタム品で構成され、工程紙は合成皮革、ウレタンフォーム・ウレタンフィルム、炭素繊

維等の製品を製造する過程において、製品の支持体になると同時に、表面に形状（凹凸模様等の型押し）を与える機

能を持った産業資材であり、その用途（最終商品）は多岐に渡ります。また、カスタム品は、顧客の機能に合わせて
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カスタマイズする様々な製品の総称であり、当社では主に建築資材の製造・販売を行っております。 

上記のほか、野菜・果実のハウス栽培時に入光を確保し、害虫や汚染水等から作物を守る農業資材、太陽光発電に

おいて太陽電池内部を空気中の水分や紫外線等の外部環境から保護し、長期間に渡り劣化を防止するバックシート等

の製造・販売を行っております。 

  

[事業系統図] 

当社グループの事業系統図は以下のとおりです。 

 

光学シート事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能製品事業 
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２．主要な経営指標等の推移 
(1）連結経営指標等 

回次 第 71 期 第 72 期 第 73 期 

決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 

売上高 (千円) 14,558,837 15,758,666 15,823,348 

経常利益 (千円) 72,725 741,855 945,151 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
(千円) 226,025 451,768 692,338 

包括利益 (千円) 356,573 294,992 667,653 

純資産額 (千円) 2,764,371 3,057,883 4,999,129 

総資産額 (千円) 14,680,203 13,999,374 15,260,991 

１株当たり純資産額 (円) 466.95 516.53 647.77 

１株当たり当期純利益 (円) 38.18 76.31 109.55 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) － － 108.31 

自己資本比率 (％) 18.8 21.8 32.8 

自己資本利益率 (％) 8.7 15.5 17.2 

株価収益率 (倍) － － 18.6 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 1,251,385 2,055,183 1,733,014 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △1,151,598 △397,536 △1,046,838 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △1,043,454 △1,506,721 278,391 

現金及び現金同等物 

の期末残高 
(千円) 1,513,086 1,650,955 2,646,637 

従業員数 

〔ほか、平均臨時 

雇用人員〕 

(名) 
394 

〔121〕 

386 

〔98〕 

388 

〔84〕 
  

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．当社は第 71 期より連結財務諸表を作成しております。 

３．第 71 期及び第 72 期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

４．第 71 期及び第 72 期の株価収益率については、当社株式が非上場であったため記載しておりません。 

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年２月 16 日）等を第 73 期の期首

から適用しており、第 72 期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標

等となっております。 

６．第 71 期から第 73 期の連結財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、有限責

任監査法人トーマツにより監査を受けております。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期 

決算年月 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 

売上高 (千円) 15,970,131 15,083,848 14,221,993 14,777,751 14,950,237 

経常利益又は 

経常損失（△） 
(千円) 134,890 △827,862 254,370 630,820 686,986 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
(千円) △45,366 △1,079,511 389,005 361,244 525,535 

資本金 (千円) 266,400 266,400 266,400 266,400 906,499 

発行済株式総数 (株) 5,920,000 5,920,000 5,920,000 5,920,000 7,717,400 

純資産額 (千円) 3,317,802 2,225,610 2,711,375 2,979,750 4,783,454 

総資産額 (千円) 16,915,568 17,072,231 14,600,170 13,706,793 14,899,598 

１株当たり純資産額 (円) 560.44 373.92 458.00 503.33 619.82 

１株当たり配当額 

(１株当たり中間配当額) 
(円) 

－ 

(―) 

－ 

(―) 

0.25 

(－) 

1.00 

(－) 

13.00 

(－) 

１株当たり当期純利益 

又は１株当たり当期純 

損失（△） 

(円) △7.82 △184.37 65.71 61.02 83.16 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) － － － － 82.22 

自己資本比率 (％) 19.6 12.9 18.5 21.7 32.1 

自己資本利益率 (％) － － 15.8 12.7 13.5 

株価収益率 (倍) － － － － 24.5 

配当性向 (％) － － 0.4 1.6 15.6 

従業員数 

〔ほか、平均臨時 

雇用人員〕 

(名) 
307 

〔141〕 

317 

〔134〕 

282 

〔119〕 

269 

〔97〕 

275 

〔83〕 

株主総利回り (％) － － － － － 

(比較指標： － ) (％) (－) (－) (－) (－) (－) 

最高株価 (円) － － － － 2,057 

最低株価 (円) － － － － 791 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第 69 期から第 72 期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株

式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

３．第 69 期及び第 70 期の自己資本利益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。 

４．第 70 期については、新設工場の稼働遅延の影響を受け想定していた高付加価値製品へ販売構成のシフトが行え

ず、また、当該設備投資の償却負担等の固定費増加もカバーできなかったこと等により、経常損失及び当期純

損失を計上しております。 

５．第 69 期から第 72 期の株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

６．第 69 期から第 73 期の株主総利回り及び比較指標については、2019 年 10 月 30 日に東京証券取引所市場第二部

に上場したため、記載しておりません。 

７．第 73 期の１株当たり配当額 13 円には、上場記念配当３円を含んでおります。 

８．最高株価及び最低株価については、東京証券取引所市場第二部おけるものであります。ただし、当社株式は、

2019 年 10 月 30 日に東京証券取引所市場第二部に上場したため、それ以前の株価については該当事項がありま

せん。 

９．主要な経営指標等の推移のうち、第 69 期及び第 70 期については、会社計算規則（2006 年法務省令第 13 号）

の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定による監査証明を
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受けておりません。 

10．第 71 期から第 73 期の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、有限責任監

査法人トーマツにより監査を受けております。 

11．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 2018 年２月 16 日）等を第 73 期の期

首から適用しており、第 72 期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっております。 
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